
学校体育施設を利用したい
かたは登録を忘れずに

　平成18年度に学校体育施設を利
用したいかたは、スポーツ開放利用
登録が必要です。未登録団体は、施
設を利用できませんので必ず登録し
てください。また、継続で利用した
い場合も再登録が必要です。
受付期間　2月26日�
　午後5時～9時
受付場所　中央公民館　中ホール
対象者　町内在住・在勤で、10人
以上で構成されている団体（成人
の責任者が含まれていること）

持ち物　申請書、構成メンバー表、
団体責任者の印鑑、報告書（管理
指導員になるかたのみ）

そのほか　新規で登録する団体はほ
かにも提出する書類や登録要件が
ありますので、事前にお問い合せ
ください。／子ども会での活動に
は登録の必要はありません。

問合せ　生涯学習課スポーツ係
　(内線411)

大日蔭グラウンド・ゴルフ
場の利用を休止します

　目土などを散布し、芝を養生させ
るため、大日蔭グラウンド・ゴルフ
場の利用を休止します。
休止期間　3月15日�～4月30日�
問合せ　生涯学習課スポーツ係
　（内線411）

よちよちサロンであそぼう

　子育て支援センターでは、赤ちゃん
と保護者を対象に子育ての情報交換
をしたり、ふれあい遊びをして過ごす
よちよちサロンを開催しています。
とき　4月12日、5月10日、6月7日、
7月5日、8月2日、9月6日、10月

4日、11月1日
　午後1時30分～2時30分
ところ　深溝子育て支援センター
対象者　第1子で平成17年10月、11
月生まれの子とその親／ 8回すべ
て参加できるかた
定員　10組　＊先着順
申込み　菱池子育て支援センター
　�62－8333

わくわくあそびランド＆
入園事前説明会

　3月のみ町内8園で行います。

と　き ところ
3月　1　日� 坂崎保育園
3月　2　日� 大草保育園
3月　6　日� 豊坂保育園
3月　7　日�   わしだ保育園
3月　8　日� 里保育園
3月13日� 幸田保育園
3月14日� 菱池保育園
3月15日� 深溝保育園

時間　午前10時～11時15分
内容　お話でてこい
対象者　入園前の乳幼児とその親
参加費　無料
申込み　当日会場で受け付けします。
そのほか　平成18年度入所予定の
親子は園内の見学と質問の時間を
設けます。乳児保育対象児の事前
打ち合わせ会は、3月11日に各園
で行います。入園説明会にご参加
のかたは、入園のしおりをご持参
ください。
問合せ　子育て支援センター
　�62－8333

家族介護教室を行います

　平成18年4月より介護保険制度が
改正され、介護予防をより重視した
制度へと変わります。また、今まで
介護保険の対象にならなかったかた
でも必要に応じて利用できるサービ
スが新たに設けられます。在宅介護
支援センターまどかの郷では、改正

スポーツスポーツ
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された介護保険制度について、より
詳しく知っていただくため、介護教
室を開催します。
とき　3月18日�　午後1時30分～
3時30分

ところ　まどかの郷
講師　福祉介護課　介護保険係
内容　「どう変わるの？介護保険」
　介護保険制度改正について
対象者　現在介護保険サービスをご
利用のかた、またはそのご家族、
介護保険制度に関心のあるかた

受講料　無料
定員　30人　＊先着順
申込み　3月16日�までにまどかの
郷（�63－1626）へお申し込み
ください。

親子ふれあい人形劇を
行います

とき　3月10日�　午前10時20分
～11時　＊開場は午前10時

ところ　町民会館　あじさいホール
演目　「ヘンゼルとグレーテル」
入場料　無料
定員　100組の親子　＊先着順
出演者　幸田あけぼの第二幼稚園Ｐ
　ＴＡ人形劇クラブ「たんぽぽ座」
問合せ　生涯学習課生涯学習係
　（内線413）

地域福祉権利擁護セミナー
を開催します

　認知症の高齢者や知的、精神障害
者など判断能力が不十分なかたが、
介護・福祉サービスを利用したり、
物の購入契約を行うときに保護、支
援してもらったり、財産管理を支援
してもらう仕組みに「成年後見制度」
と「地域福祉権利擁護事業」があり
ます。判断能力が不十分になっても、
住み慣れたまちで安心して暮らせる
よう、一緒に考えてみませんか。

とき　2月26日�　午前10時～正午
ところ　身体障害者福祉センター
　つどいの家2階　社会適応訓練室
講師　愛知県弁護士会　新信聡　氏
内容　成年後見制度と地域福祉権利
　擁護事業について
対象者　当事者およびそのご家族、
　民生委員・児童委員、福祉・医療
　関係者、興味関心のあるかた
定員　80人　＊先着順
参加費　無料
そのほか　託児を希望されるかたは、
お申し出ください。
申込み　2月17日�までに電話また
はＦＡＸにて社会福祉協議会（�
62－7171、ＦＡＸ62－7254）まで
お申し込みください。

幸田町家庭教育推進大会

とき　2月11日	　午後1時～3時30分
ところ　町民会館　さくらホール
内容　ファミリーコンサート
　「みんないっしょにブラスとス
　ウィング」
入場料　無料　＊入場整理券が必要
です
問合せ　生涯学習課生涯学習係
　（内線415）

今月の老人福祉センター行事

日程　2月17日�　民謡三味線／
21日�　大草民踊友の会／ 22日
�　日舞友華の会／ 24日�　デ
ンソーカラオケ交流会／ 28日�
　剣詩舞　壮心流三河会／ 3月1
日�　やよいショー／ 3日�　歌
謡研究会／ 7日�　民踊かえで会
／ 8日�　民踊　睦会
時間　午後1時～2時
問合せ　老人福祉センター
　�62－7224

 
●行政相談（電話相談可）
と　き　毎月第3水曜日　午前9時～正午
ところ　福祉サービスセンター
問合せ　総務課法規庶務係（内線331）
　＊電話相談の場合は、安藤茂氏
　　（�62 ー 4674）へ。
●無料法律相談（予約制）
と　き　毎月第2木曜日　午後1時～3時
ところ　役場3階301会議室
問合せ　住民児童課戸籍住民係（内線112）
●人権相談
と　き　毎月第1水曜日　午前9時～正午
ところ　福祉サービスセンター
問合せ　住民児童課戸籍住民係（内線112）
●建築無料相談
と　き　毎月第2・4水曜日　午後1時～
4時

ところ　役場4階401会議室
問合せ　都市計画課建築係（内線241）
●心配ごとお気軽相談（電話相談可）
と　き　毎週水曜日　午前9時～正午
ところ　福祉サービスセンター
問合せ　社会福祉協議会　�62－7171
●教育相談
と　き　毎週火～金曜日　午前10時～
午後6時

ところ　旧消防庁舎内教育相談室（2,3階）
問合せ　TEL・FAX63－1188
　　　　Eメール　soudan@sk2.aitai.ne.jp
●身障者・知的障害者相談
と　き　身障者相談　毎月第1・3火曜日
／知的障害者相談：毎月第2・4火曜日
＊ともに午前10時～午後3時

ところ　つどいの家相談室
問合せ　つどいの家　�63－2941
●精神保健福祉（心の病、心の健康）相
談（予約制）

と　き　毎月第1火曜日　午後1時30分
～3時30分

ところ　保健センター
問合せ　西尾保健所地域保健課
　�0563－56－5241
●女性相談
と　き　毎月第4水曜日　午前10時～午
後4時

ところ　福祉サービスセンター
問合せ　福祉介護課福祉係（内線124）
●母子家庭相談（電話相談可）
と　き　随時受付
問合せ　福祉介護課福祉係（内線124）
または西三河事務所健康福祉課

　�27－2719
●子育て相談（訪問相談可）
と　き　月～金曜日　
　午前8時30分～午後5時／土曜日　午
前8時30分～正午

ところ　子育て支援センター
問合せ　子育て支援センター　�62－8333
●こどもの相談
と　き　毎月第2水曜日
　午前10時～午後4時
ところ　福祉サービスセンター
問合せ　福祉介護課福祉係（内線124）

毎月の相談幸田町役場　� 62－1111�
FAX63－5139
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岡崎女子短期大学オープン
カレッジを開催します

　日程や講座内容など詳細は下記の
問い合せ先までご連絡ください。
問合せ時間　月、火、木、金曜日
　午前10時～午後4時
問合せ　岡崎女子短期大学生涯学習
研究センター

　�22－1295（内線2001）

幸田町親切班作業員を
募集します

募集人数　若干名
雇用条件　65歳以下で健康な男性
勤務内容　道路維持等親切行政作業
　全般
賃金　幸田町人夫支弁職員給与基準
　による
勤務時間　午前8時30分～午後5時

15分　週40時間の範囲内
提出書類
　履歴書（市販のもの）
　健康診断書（医療機関）
申込み　2月28日�までに、土木課
維持管理係（内線263）へお申し
込みください。

2月から司法書士による法
律困りごと相談を始めます

　リフォーム詐欺などの悪質商法
や多重債務のトラブルなど、法律に
関する問題でお困りではありません
か。ひとりで悩まずに、法律の専門
家に相談してみませんか。秘密は厳
守します。
とき　毎月第3水曜日　午後1時～4
時　＊1回の相談は30分です

ところ　福祉サービスセンター（社

会福祉協議会）
相談員　愛知県司法書士会西三河支
　部の司法書士
相談内容　多重債務、売買、相続、
　成年後見など民事・家事に関する
　一般法律相談
相談料　無料
申込み　社会福祉協議会（�62 ー
7171）へ事前予約してください。

福祉給付金の支給手続きを
お忘れなく

　福祉給付金支払証明書をお持ちの
かたは、2月1日�から28日�まで
に、福祉介護課福祉医療係へ申請し
てください。
申請に必要なもの　福祉給付金支払
　証明書（領収書）、印鑑、振込通
　帳（受給者名義で郵便局は除きま
　す）、医療受給者証
問合せ　福祉介護課福祉医療係
　(内線121）

寝たきり老人などの
障害者税金控除のお知らせ

　身体障害者手帳などの所有者や、
65歳以上の高齢者で「障害者控除
対象者認定書」の交付を受けている
本人、または、そのかたを扶養する
かたは、所得控除を受けることがで
きます。
認定書の交付申請に必要なもの
　�障害などに該当することが分か
　る診断書（介護保険で認定されて
　いるかたは、介護保険の認定資料
　を代用しますので、診断書は不要
　です）
　�印鑑
　�申請書（福祉介護課にあります）
判定の基準　医師の診断書などに記
　載されている「障害老人の日常生
　活自立度（寝たきり度）」と「痴 
　ほう老人の日常生活自立度」の程
　度により判定します。
問合せ　福祉介護課福祉係・介護保
　険係（内線123、125）

講　座講　座

町営住宅入居者を募集します

制　度制　度
相　談相　談

住宅名および募集戸数
　神山住宅Ｃ棟
　1戸（平成3年度建設）
家賃
　2万6,600円～4万4,000円
申込資格　住宅に困窮しているこ
とが明らかなこと／収入基準に
適合していること／市町村民税
を滞納していないこと

受付期間　2月9日�～16日�
　＊応募者多数時は抽選
入居予定　平成18年3月上旬
問合せ
　都市計画課建築係(内線241)

洋室

和室 2

台所

和室 1

玄関

押入

洗面

浴室

ベランダ

ベランダ

募　集募　集
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幸田町役場　� 62－1111�
FAX63－5139

県道蒲郡環状線供用開始！

　三河湾スカイラインが2月1日か
ら県道蒲郡環状線という名称とな
り、有料道路から無料になります。
問合せ　土木課維持管理係（内線263）

携帯電話からの119番通
報が直接つながるようにな
りました

　今まで、町内から携帯電話で119
番通報しますと、岡崎市消防本部ま
たは豊橋市消防本部が受信し、幸田
町消防本部に転送していました。
　今後は、町内から携帯電話で119
番通報した場合、幸田町消防本部で
受信できるようになりました。しか
し、携帯電話の機能上、一部地域で
は近隣の市町村に入電してしまうこ
とがありますので、町内から通報す
る場合は、「場所は幸田町です」と
必ず伝えてください。
問合せ　幸田町消防本部
　�63 ー 0119

幸田町中央公民館の
利用停止について

　幸田町中央公民館は、改築工事の
ため、平成18年3月6日から平成19
年3月31日ごろまで利用できませ
ん。期間中皆様にご迷惑をおかけし
ますが、ご理解をお願いいたします。
問合せ　生涯学習課生涯学習係
　（内線415）

介護保険被保険者証
交付説明会を行います

　満65歳になられると介護保険の
第1号被保険者となりますので、被

保険者証を交付し、介護保険制度の
説明を行います。
とき　2月28日�　午前10時～11時
ところ　保健センター　視聴覚室
対象者　昭和16年3月2日から同年
4月1日生まれのかた
持ち物　筆記用具　
　＊介護保険料の口座振替を希望さ
れる場合は、預金通帳と届出印を
ご持参ください。
問合せ　福祉介護課介護保険係
　(内線126)

寄付ありがとうございます（敬称略）

幸田町社会福祉協議会へ�匿名　金
10万円／あいち三河農業協同組
合　金5万円／西三河ヤクルト販
売株式会社　金1万4,000円／幸
田町商工会女性部　金1万9,517
円

お知らせお知らせ 寄　付寄　付

電子申請・届出システムの
利用可能な手続きが増えました
　このたび、電子申請・届出システムの利用可能な手続きが追加され、町に対す
る申請・届出などの手続きがますます便利になりました。
追加手続きの利用開始　平成18年1月24日（火）～
追加手続き
�新たに利用可能となった手続き

手続名 署名の有無
特別徴収義務者所在地・名称等変更の届出 ○
名寄帳（土地・家屋）の写しの交付の請求 ○
建物取り壊しの届出 ×
事業証明書の交付の請求 ×
物件（土地・家屋）証明署の交付の請求 ○
物件証明書（車庫証明用）の交付の請求 ○
上下水道使用開始の届出 ×
上下水道使用中止の届出 ×
上下水道使用者変更の届出 ×

�申請対象が個人も法人も可能となった手続き
手続名 署名の有無

固定資産（土地・家屋）評価証明書の交付の請求 ○
固定資産（土地・家屋）公課証明書の交付の請求 ○
納税証明書の交付の請求（車検用） ○
納税証明書の交付の請求（車検用以外） ○
給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出 ○

＊署名の有無に「○」の記載があるものは、公的個人認証サービスまたは法務省商
業登記に基づく電子認証制度による電子証明書が必要な手続きであることを表す。
電子申請・届出システムのＵＲＬ　https://www.shinsei.e-aichi.jp/
電子証明書の取得について　電子署名が必要な申請・届出手続きについては、事
前に以下の電子証明書を取得する必要があります。
　個人の場合・・・公的個人認証サービスによる電子証明書
　法人の場合・・・商業登記に基づく電子認証制度による電子証明書
　＊公的認証サービスについては、住民児童課戸籍係（内線112）に、商業登記

に基づく電子認証制度による電子証明書については、名古屋法務局の法人登
記部門（�052－952－8111）までお問合せください。

問合せ　企画情報課電子計算係（内線440）
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河合優子ピアノリサイタル
～ナショナル・エディションによる
ショパン全曲 第4回～
とき　6月3日�　午後6時開演
　午後5時30分開場
ところ　岡崎市シビックセンターコ
ンサトホール・コロネット

　（岡崎市羽根町字貴登野15番地）
内容　ショパンがこよなく愛したプ
レイエルピアノ（1846年製）で
音色を再現したり、現代ピアノと
の聴き比べを体感したりします。

主演　河合優子（ピアノ）
曲目　12のエチュード（作品25）、
4つのマズルカ（作品24）、ロン

ド　ハ短調（作品1）、ロンド　
ヘ長調（作品5）ほか
入場料　2,000円　＊全自由席
チケット発売日　2月25日�～
チケット取扱い場所　シビックセン
ター　�72ー5111、チケットぴ
あ　�0570－02－9999、富士プレ
イガイドクレオ店　�23ー3838、
ツルタ楽器岡崎店　�53ー8950

そのほか　就学前のお子様の入場は
　ご遠慮ください。また、公演内容、
　曲目など、一部変更する場合がご
　ざいます。
問合せ　シビックセンター
　�72 ー 5111

岡崎市・幸田町の広域情報 

28
2006

早春賦
新たな出会いを求めて
～未公開コレクションを中心に～
歴史と美の競演

　　　　　�薄墨冬華
期間　2月11日�～3月26日�
ところ　岡崎市美術博物館
　（岡崎市　高隆寺町字峠1番地）
開館時間　午前10時～午後5時（入
　館は4時30分まで）
観覧料　一般300円、小・中学生
150円。各種障害者手帳をお持ち
のかたとその介助者は無料

休館日　月曜日
問合せ　岡崎市美術博物館
　�28 ー 5000

移動町長室～南部中学校～
　11月 24日南部中学校で移動町長室が行われ、生徒たちから町長へのたくさんの要望や質問がありました。今
回はその中の主なものを紹介します。
生徒「カンボジアとはこれからも交流を続けていく予定ですか。また、ほかにも交流を考えている国はありますか」
町長「カンボジアとは過去の交流をふまえて、愛・地球博でフレンドシップ事業の相手国となりました。今後も
双方の理解を図っていく予定です。他国との交流についてですが、現在は中学生の海外派遣として、毎年オース
トラリアにホームステイさせていただいています。より多くの国と交流を深めていきたいと考えています」
生徒「道の駅の完成について教えてください」

町長「道の駅は桐山と須美の境目に造られ、駐車場とトイレは造る
ことが決まっています。道路は 19年の 3月に完成し、4月から使
用可能になります。道の駅も道路と同時か 1年くらい遅れて完成す
る予定です。農産物を置いたりして、幸田町を紹介していきたいと
考えています」
生徒「下水道が普及していない地域にも普及させて、河川に排水し
ている水量を減らすことはできませんか」
町長「幸田町は、整備が他市町村と比べ進んでいます。しかし、農
村地域と市街化区域の境の整備が遅れています。5，6年のうちには、
全部に行きわたるようにしたいと考えています」

岡崎市　シビックセンター 

至幸田 

至豊田 
羽根ガード東 

県道48号 

 Ｎ 

シビック 
センター J

R
岡
崎
駅
 

岡崎市　岡崎市美術博物館 

東公園 

インター入口 

中央総合公園 

至幸田 東岡崎 

殿橋 

岡
崎
市
美
術
博
物
館
 

Ｎ 
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幸田町役場　� 62－1111�
FAX63－5139

松澤　夢希 

名幸　修吾 

水藤　陸人 

鈴木　宏弥 

馬場 汐由那 

小野田諭謙 

松田　橙磨 

市川　未悠 

塩谷　友規 

坂部　一生 

　井　彩恵 

鈴木　愛可 

南　　杏奈 

近藤　 陸 

稲吉　優雅 

五十嵐 愛 

井手結希人 

松井　那奈 

山脇　里実 

左右田淳一 

小林　 愛 

保志 

英樹 

寛人 

克裕 

伸博 

和仁 

克也 

高広 

武典 

健志 

浩安 

聖子 

浩二 

慎一 

昌弘 

充 

辰次 

雅晴 

正 

淳志 

雅樹 

大草 

芦谷 

横落 

横落 

芦谷 

芦谷 

岩堀 

市場 

岩堀 

市場 

荻 

大草 

大草 

芦谷 

荻 

里 

桜坂 

里 

里 

野場 

横落 

伊藤　一雄 
大須賀俊雄 
鈴木　あや 
犬　　孝子 
伊奈　チエ 
本多　　ま 
左右田みさ 
大嶽キクノ 
加藤一二夫 
都築　信雄 
足立　 　 
内田　ヨシ 
山本　一次 
井澤　盛夫 
鈴木　利治 
杉浦　藤一 
本多喜代治 
三浦　ヨキ 
鈴木　 登 
　橋　　止 
草次　ミツ 

里 
上六栗 
大草 
岩堀 
幸田 
鷲田 
岩堀 
幸田 
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大須賀訓康 
鈴木　　市 
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伊奈　英則 
本多　　夫 
左右田みさ 
大嶽　 正 
加藤　国明 
都築　義之 
足立　とし　 
内田　俊彦 
山本　勝久 
井澤　重信 
鈴木　富雄 
杉浦　周二 
本多　富夫 
三浦　 正 
鈴木　 優 
　橋冨貴子 
草次みはる 
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人口動態【H18.1.1現在】 

戸籍異動  12月届出分 
（順不同・敬称略） 

総人口　35,259人（前月比+３２人） 
　内　男　17,760人　女　17,499人 
世帯数　11,644戸（前月比+３６戸） 
　12月中の異動 
出　生　 22人（男　１４人　女　　８人） 
死　亡　 26人（男　１３人　女　１３人） 
転　入　166人（男　８１人　女８５人） 
転　出　130人（男　６２人　女６８人） 

おめでとうござます 

※プライバシー保護のため、希望者のみ 
　掲載しています。掲載希望のかたは、届 
　け出時に住民児童課にお申し出下さい。 

出生児 保護者 区 

おくやみ申し上げます 
死亡者 年齢 世帯主 区 

ゆめ き 

しゅう ご 

りく と 

こう や 

ゆ し な 

ゆう けん 

とう ま 

みい ゆ 

とも き 

い お 

さ え 

あい か 

あん な 

りく 

ゆう が 

なる 

き ゆ と 

な な 

さと み 

じゅん いち 

まな 

幸田町弓道場の利用受付（予約）を開始します
　幸田町弓道場が幸田中央公園内に今年4月1日オープン予定です。弓道場
の利用受付（予約）を3月1日�から開始します。
施設概要　和弓近的（射位から的場までの距離28ｍ）、6人立ち
利用時間・区分　午前9時～午後9時（3時間単位）
休館日　毎週月曜日（国民の休日にあたるときはその翌日）、年末年始（12
月28日～1月4日）

使用料

時間区分
使用料

専用利用
  個人利用

小人 大人
午前9時から正午まで 1,500円 150円 200円
正午から午後3時まで

1,500円 150円 200円
午後3時から午後6時まで
午後6時から午後9時まで 2,500円 200円 300円
備考
1　半面を専用利用する場合は、専用使用料の半額。
2　「小人」は中学生以下、「大人」は高校生以上。
3　営利を目的とする利用については、使用料の2倍の金額を徴収。
4　町内中学校などのクラブ活動などは、使用料を免除することがある。

利用の手続き
1　 個人利用のかたは、利用日の1か月前の同日から（役場が閉庁のときは、

翌日の開庁日）直接または電話にて予約を受け付けます。
　＊許可の手続きが4月以降になるため、今年に限っては、4月1日（土）と

2日（日）のご利用はできません。
2 　専用利用のかたは、個人利用より優先して1か月より前から予約を受け

付けます。
3　 手続きは、教育委員会生涯学習課（役場4階）の窓口にて、利用日まで

に申請し、許可を受けてください。
4 　使用料は、許可を受けたときに町証紙により納入していただきます。
利用にあたっての注意事項
1　 弓と矢、そのほか身につけるものは、基本的にご自分のものをご持参く

ださい。的は、備え付けのものをご利用できます。
2　 所定の場所以外での飲食・喫煙はできません。
3　 利用後は、使用した物品をもとの位置に戻し、射場はモップなどで清掃

をしてください。
4　 利用の許可を受けていないかたは、射場への入室ができません。
5　 午後5時以降に車で来場されるときは、公園出入り口が閉鎖されていま

すので、東側（桜坂区側）の出入り口をご利用ください。
6　 そのほか係員の指示に従ってください。
問合せ　安全な施設運営を行うため、利用できる人（一定の技術を持ってい
るかた）を制限しますので、詳しくは、教育委員会生涯学習課スポーツ係
（内線411）へお問い合せください。
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